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財
政
局
は
各
省
と
の
調
整
が
多
い
。
旧
大
蔵

省
と
は
地
方
財
政
の
根
幹
で
あ
る
地
方
交
付
税

総
額
を
、
旧
建
設
省
や
農
水
省
等
と
は
補
助
残

の
地
方
負
担
額
に
つ
い
て
折
衝
す
る
。
ま
た
、

警
察
庁
や
建
設
・
厚
生
・
労
働
省
の
源
は
内
務

省
で
あ
り
、
旧
自
治
省
は
そ
の
親
分
格
に
あ
た

る
。
自
然
と
霞
ヶ
関
全
体
に
人
脈
が
で
き
る
。

　

自
治
官
僚
は
、
課
長
や
部
長
と
し
て
道
府
県

に
出
向
し
、
自
ら
の
目
で
地
方
の
実
態
を
掴つ

か

む
。

国
の
事
業
の
大
半
は
県
・
市
町
村
を
通
し
て
実

施
さ
れ
る
。
地
方
自
治
体
の
反
発
が
出
な
い
よ

う
国
と
の
調
整
に
心
を
砕
く
。
霞
ヶ
関
に
も
地

方
に
も
通
じ
た
逸
材
を
、
官
邸
は
見
逃
さ
な

か
っ
た
。
時
の
中
曽
根
首
相
も
、
後
藤
田
官
房

長
官
も
内
務
省
の
出
身
。
石
原
さ
ん
は
次
官
退

任
後
ほ
ど
な
く
し
て
官
邸
に
入
る
。

　

平
成
５
年
３
月
初
旬
。
地
方
課
長
席
の
電
話

が
鳴
っ
た
。
課
長
は
不
在
で
、
課
長
補
佐
の
私

が
受
話
器
を
と
っ
た
。
柔
ら
か
な
女
性
の
声
で

「
こ
ち
ら
は
内
閣
官
房
副
長
官
室
で
す
。
石
原

副
長
官
に
代
わ
り
ま
す
」
び
っ
く
り
仰
天
！
官

僚
の
ド
ン
が
知
事
な
ら
ま
だ
し
も
、
直
接
課
長

の
と
こ
ろ
に
と
は
…
。「
特
別
交
付
税
配
分
の
作

業
中
だ
と
思
い
ま
す
が
、
宜
し
け
れ
ば
〇
〇
町

に
ご
配
慮
戴
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

町
村
分
は
県
が
配
分
し
担
当
が
地
方
課
で
あ

る
こ
と
、
災
害
や
先
進
的
取
り
組
み
に
配
意
し

算
定
す
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
。
命
令
調
さ

は
微み

塵じ
ん

も
感
じ
な
い
。
国
を
背
負
っ
て
い
る
方

と
は
思
え
な
い
優
し
く
謙
虚
な
声
だ
っ
た
。

　

元
官
房
副
長
官
の
石い

し

原は
ら

信の
ぶ

雄お

さ
ん
が
亡
く

な
っ
た
。
在
位
７
年
３
か
月
。
竹
下
内
閣
か
ら

村
山
内
閣
ま
で
の
７
政
権
を
支
え
た
。
こ
の

時
期
は
次
々
と
政
権
が
変
わ
る
混
迷
期
。
盤
石

と
み
ら
れ
た
竹
下
政
権
が
早
々
に
退
陣
。
自
民

党
が
下
野
し
非
自
民
の
細
川
政
権
が
誕
生
。
自

民
党
が
社
会
党
委
員
長
を
首
相
に
担
ぎ
あ
げ
る
。

政
治
家
が
権
力
闘
争
に
あ
け
く
れ
る
中
、
官
邸

を
守
り
〝
影
の
首
相
〞
と
呼
ば
れ
た
。

　

石
原
さ
ん
は
旧
自
治
省
で
財
政
課
長
、
財
政

局
長
を
経
て
事
務
次
官
に
就
任
。
現
在
の
地
方

財
政
制
度
を
完
成
さ
せ
た
功
労
者
。
氏
の
「
地

方
財
政
論
」
は
自
治
体
の
財
政
担
当
職
員
の
必

読
書
だ
っ
た
。
昭
和
57
年
の
冬
。
私
は
総
務
部

長
の
お
供
で
財
政
局
長
を
訪
ね
た
。
戦
前
の
最

強
官
庁
の
内
務
省
が
あ
っ
た
赤
茶
色
の
重
厚
な

ビ
ル
。
さ
ぞ
か
し
広
い
部
屋
だ
ろ
う
…
。
だ
が

そ
こ
は
驚
く
ほ
ど
狭
く
質
素
だ
っ
た
。

　

部
屋
の
主
も
い
た
っ
て
小
柄
。
柔
和
な
顔
に

穏
や
か
な
語
り
口
。
じ
っ
と
耳
を
傾
け
て
く
だ

さ
っ
た
。
群
馬
県
の
養
蚕
農
家
の
生
ま
れ
。
良

き
田
舎
が
育
ん
だ
上
質
な
人
格
が
滲に

じ

み
出
て
い

た
。
国
の
基も

と
い

で
あ
る
地
方
の
安
定
と
発
展
を
願

う
〝
牧ぼ

く

民み
ん

官か
ん

〞
を
目
指
し
た
旧
内
務
省
の
精
神

を
受
け
継
ぐ
自
治
官
僚
の
申
し
子
だ
っ
た
。

　

官
房
副
長
官
に
各
省
を
指
揮
す
る
権
限
は
な

い
。
大
抵
の
こ
と
は
事
務
次
官
の
段
階
で
決
ま

る
。
副
長
官
は
各
省
と
官
邸
の
調
整
役
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
激
動
す
る
時
代
と
石

原
さ
ん
の
秀
で
た
情
勢
分
析
と
判
断
力
が
、
副

長
官
の
知
名
度
と
存
在
感
を
高
め
た
。

　

昭
和
天
皇
の
大た

い

喪そ
う

の
礼
、
貿
易
不
均
衡
是
正

の
日
米
構
造
協
議
、
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
法
案
、

コ
メ
の
市
場
開
放
、
阪
神
淡
路
大
震
災
…
。
ど

れ
も
一
省
庁
で
は
解
決
で
き
な
い
難
問
。
首
相

直
属
の
内
閣
官
房
が
捌さ

ば

く
し
か
な
い
。
そ
の
中

心
が
石
原
さ
ん
だ
っ
た
。
弱
い
政
権
の
中
で
、

時
に
政
治
領
域
に
踏
み
こ
む
判
断
も
し
た
。

　

平
成
５
年
６
月
、
北
朝
鮮
が
日
本
海
に
向
け

て
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
。
官
邸
の
機
密
事
項
だ
っ

た
が
、
国
民
に
注
意
喚
起
す
べ
き
と
の
信
念
か

ら
、
独
断
で
番
記
者
に
明
ら
か
に
し
た
。
夕
刊

に
は
一
斉
に
「
政
府
筋
」
か
ら
と
報
じ
ら
れ
た
。

政
府
筋
と
の
記
事
の
大
半
は
石
原
さ
ん
が
発
信

源
だ
っ
た
。″
国
民
の
た
め
の
官
僚
〞
と
し
て

の
矜き

ょ
う

持じ

と
度
胸
は
並
大
抵
で
は
な
い
。

　

石
原
さ
ん
は
、
か
ね
て
か
ら
首
相
の
政
策
実

現
の
た
め
官
邸
の
強
化
を
提
唱
し
て
い
た
。
そ

れ
は
退
任
後
に
実
現
し
た
。
だ
が
今
度
は
官
僚

の
人
事
権
を
内
閣
人
事
局
が
握
り
、
官
邸
の
力

が
強
く
な
り
過
ぎ
た
。
そ
の
結
果
、
官
僚
が
萎

縮
し
、
政
権
へ
の
忖そ

ん

度た
く

が
は
び
こ
る
こ
と
を
い

た
く
憂
慮
さ
れ
て
い
た
。
石
原
さ
ん
は
常
に
政

と
官
の
〝
間
合
い
〞
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。

ま
さ
に
国
士
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
だ
っ
た
。

「
日
本
を
背
負
っ
た
行
政
マ
ン
」

市長の手控え帖
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